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令和５年８月2２日
三重県医療保健部長寿介護課

国の認知症施策について

認知症施策推進大綱の
中間評価を踏まえた取組の推進
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国における認知症施策の推進
①認知症施策推進大綱
②共生社会の実現を推進するための
認知症基本法について

厚生労働省
社会保障審議会
介護保険部会（第１０７回）
令和５年７月１０日の資料より

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html）
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第９期介護保険事業（支援）計画の基本指針（案）について
令和５年７月１０日の介護保険部会意見反映後

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

七 認知症施策の推進

認知症施策については、（中略）令和元年六月十八日、認知症施

策推進関係閣僚会議において認知症施策推進大綱がとりまとめら

れた。

認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年までの六年間であり、

令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状

況について中間評価が行われた。

したがって、今後は、中間評価の結果を踏まえ、認知症施策推進

大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らし

く暮らし続けることができる社会を実現するため、次の１から５までに

掲げる柱に沿って認知症施策を進めることが重要である。
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また、これらの施策は認知症の人やその家族の意見も踏まえ

て推進することが重要である。

なお、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進

するための認知症基本法（令和五年法律第六十五号）の施行

に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内

容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意

すること。
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認知症施策推進大綱 （令和元年6月18日 認知症施策推進関係閣僚会議決定）

（策定後3年（令和4年）を目途に進捗管理）
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共生社会の実現を推進するための
認知症基本法について

厚生労働省
社会保障審議会
介護保険部会（第１０７回）
令和５年７月１０日の資料より
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html）
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